
案件名

契約金額

予定価格

小計
消費税
合計

見積書徴取状況

当該業者は、当システムの開発業者であり、ネットワーク接続や同期の設定等システムのセットアッ
プ作業について、当システムの著作権を持つ当該業者のみ履行可能であるため。

平成24年3月16日

会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３項

シャープシステムプロダクト株式会社　　新宿区市谷八幡町８番地

職業安定部

随意契約理由書

\4,872,000円

ハローワークサポートナビシステム端末
の追加購入に伴うセットアップ業務につ
いて

要求部署名

契約年月日

ハローワークサポートナビシステム端末の追加購入に伴うセットアップ業務について

予定価格及び
積算内訳

その他
特記事項

\4,872,000円

発注（契約）
内     容

発注（契約）
案　件　の
要 求 理 由

契約業者名
及び住所

随意契約
の理由

根拠法令

１社（業者指定）

平成２３年１１月にハローワークサポートナビシステムを導入したが、その後各所及び付属施設にお
いて、学卒コーナーやマザーズコーナー等を始めとした窓口等での追加要望があり、追加で端末を購
入したため。またそれに伴い既存システムのバージョンアップ作業も必要となったため。

4,640,000円
232,000円
4,872,000円

スレートＰＣセットアップ　単価20,000円×121台＝2,420,000円　
管理端末セットアップ　　　単価20,000円×22台＝440,000円
ネットワーク調整費用（新規施設）　単価120,000×9所＝1,080,000円
ネットワーク調整費用（既存施設）　単価140,000×5所＝700,000円


